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○意見交換会関係
食品安全委員会が主催する意見交換会、地方自治体、

消費者団体等と連携して行う意見交換会、地域の専門
家との意見交換会等を開催します。

○普及啓発関係
リスク評価等を分かりやすく解説した季刊誌やパン

フレットの作成を行います。

○食品安全に関するリスクコミュニケーションの強化
国内外における食品の安全性確保の取組みに係るシ

ンポジウムの開催や、食育活動を行う際に活用できる
副読本等の基本教材の配布等の広報を行います。

○戦略的なリスクコミュニケーションの推進
効果的なリスクコミュニケーションを実施するため

に、戦略的手法を開発し、広報を行います。

○子どもを中心とした普及啓発・情報発信（※）
食品安全に関する科学的な知識の普及のため、教育

関係者に対する研修、教育現場で活用する教材を作成
する。

○ 食品安全基本法第１３条及び第２３条第１項第７号
に基づき、食品健康影響評価（リスク評価）結果等に
ついて国民への丁寧な説明、情報発信、また関係者相
互間の情報及び意見の交換（リスクコミュニケーショ
ン）を企画・実施することにより、国民の理解を深め
ます。

○ リスクコミュニケーションの実施のため、意見交換
会の開催や季刊誌の発行、また国内外における食品の
安全性確保の取組を紹介するシンポジウムの開催等を
行い、食品安全委員会が行うリスク評価に関する科学
的情報について、分かりやすく解説し国民一般に対し
て提供を行うとともに、その意見の把握を効率的・効
果的に行います。

≪内閣府食品安全委員会・食育関連予算案≫

リスクコミュニケーション実施経費
２９年度予算案計上額 ２８百万円【※うち優先課題推進枠３百万円】

（2８年度予算額 ２５百万円）

事業概要・目的 事業イメージ・具体例

○食品のリスク評価結果等について、国民の理解を深めるとともに、国民の意見を把握します。

○食品に対する科学的な視点が養われ、情報が科学的に適切かどうかを判断できる消費者が育成される。

期待される効果



文部科学省予算関連資料

文部科学省



（ 前年度予算額 ２６百万円 ）
２９年度予定額 ５百万円子供の生活習慣づくり支援事業

朝食摂取や起床時間と比べ、中学生の就寝時間には
小学生との大きな差が見られ、夜型化が顕著

今後は特に就寝時間を中心に家庭や企業などへさら
なる理解を求めていく必要

朝食欠食の日中の活動への影響
非行、不登校、ひきこもりなどの問題行動等のリスクの増加
学力や運動能力への影響 など

中高生になるとスマートフォン等の所有割合やインターネットと
の接触時間が急増
夜型生活による睡眠時間の不足
中高生になると、朝食の欠食が増加 など

◎朝食を毎日食べている児童生徒の割合 ：
◎毎日同じ時刻に寝る児童生徒の割合 ：
◎午後11時より前に寝る児童生徒の割合(※) ：

（平成28年度文部科学省全国学力・学習状況調査）

ライフスタイルの多様化などにより、家庭や社会の影響を受けやすい子供たちの生活習慣の乱れが、学習意欲や体力・気力の低下の要因
の一つとして指摘されており、府省や地域、団体、企業等との連携を図り、子供から大人までの生活習慣づくりを推進する。

約６割の生徒が午後11時以降に就寝

「中高生を中心とした子供の生活習慣づくりに関する検討委員会」における審議の整理（平成２６年３月）

第２期教育振興基本計画（平成2５年６月１4日閣議決定）

子供の生活習慣をめぐる現状 子供の生活習慣づくりの課題

小学６年生 87.3％ 中学３年生 83.4％
小学６年生 80.0％ 中学３年生 75.3％
小学６年生 86.2％ 中学３年生 36.6％

◆基本的方向性：絆づくりと活力あるコミュニティの形成
◆成果指標：家庭教育支援の充実（家庭でのコミュニケーションの状況や子供の基本的生活習慣の改善）
◆基本施策：豊かなつながりの中での家庭教育支援の充実（子供から大人までの生活習慣づくりの推進）
【主な取組】
○企業に対する子供の生活習慣づくりの重要性についての啓発 ○ワーク・ライフ・バランスの理念を踏まえた具体的な取組等の情報提供
○地方公共団体に対する企業との協力を促進 ○中高生以上の世代向けの普及啓発

必要な施策

不適切な睡眠習慣が中高生の心身に与える影響中高生の生活の実態と課題

中高生を中心とした生活習慣
マネジメント・サポート事業

全国的な普及啓発の実施

社会全体で子供の基本的な生活習慣づくりの気運を育成

○保護者等への効果的な啓発手法など
の支援方策の検討

○研究発表会の開催

社会的自立に向け、生活を主体的にコントロールする力の育成

○チェックシートを活用した睡眠習
慣改善の実証研究

○地域や家庭と連携した生活習慣改
善の取組実施

3百万円2百万円

最近の中高生を取り巻く生活の実態と課題・問題点

※当該項目は平成25年度文部科学省全国学力・学習状況調査より



学校給食の現代的課題に関する調査研究事業

学校給食の栄養内容や地場産物
の使用割合等の実態を調査し、学
校給食の食事内容の充実を図る

①学校給食摂取基準の策定
児童生徒の学校給食１食あたりの栄養量の目安

②地場産物・国産食材等の利用促進等
【地場産物】 25.1％（H24）→ 26.9％（H27）→ 30％（目標値）
【国産食材】 76.8％（H24）→ 77.7％（H27）→ 80％（目標値）

③食中毒の発生予防
３９都道府県に指導者を派遣

地場産物の活用状況等、政策目標の達成状況の指標として活用
「学校給食摂取基準」の改定に向けての調査が必要

学校給食における食中毒発生予防の観点から実施が必要

（前年度予算額：24,441千円）

29年度予算額（案）：24,095千円
現状

事業概要 学校給食の充実

都道府県の衛生管理指導者に対し
て研修を行い、その指導者を給食
施設へ派遣し衛生管理の改善を図
る

学校給食栄養報告

衛生管理等に関する調査研究

学校給食栄養報告

衛生管理等に関する調査研究

発生件数
有症者数



（ ２８２億円の内数）
平成２９年度予算額（案） ２４１億円の内数

１ 概要

学校給食の普及充実及び安全な学校給食の実施を図るため、衛生管理の充実強化等に

必要な施設整備の実施に当たり、その実施に要する経費の一部を「学校施設環境改善交

付金」として交付

２ 根拠法令

義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第１２条

３ 交付対象事業者

地方公共団体（都道府県、市町村＜事務組合を含む＞）

４ 交付対象事業

義務教育諸学校におけるドライシステムに対応した学校給食施設（単独校調理場、

共同調理場）の新増築または改築事業

※共同調理場：２以上の義務教育諸学校の学校給食の実施に必要な施設（学校給食法第6条）

５ 交付金の算定方法（別紙 略）

学校施設環境改善交付金（学校給食施設整備）について

ドライシステム ウエットシステム
床の状態 常に乾いている 濡れている
床の傾斜 平坦 排水のための傾斜あり
清掃方法 掃き取り、拭き取り 水まきによる清掃
湿 気 少ない 多い

調理機械・器具から床に水を落とさない構造とすることで、床を
常に乾いた状態とし、調理場内の湿気を少なくすることで細菌の
繁殖を防止するとともに、水はねによる二次感染を防止するシス
テムをいう。

ドライシステムとは・・・

◆ドライシステムとウエットシステムの主な比較

算定式
基準
面積

建築
単価

附帯施設の
基準額

算定
割合

事務費

交付対象経費（①,②のいずれか低い額）＋事務費

①配分基礎額×算定割合
（配分基礎額＝基準面積×建築単価＋附帯施設の基準額）

②事業に要する経費×算定割合

別紙
地域別に
設定

別紙

新増築
1/2

交付対象経費の
1/100

改築
1/3



学校給食の過程で
発生する食品ロス
の一層の削減を図
る手法を確立

社会的課題に対応するための学校給食の活用

【新規事業モデルの研究開発】
学校給食を取り巻く諸課題について、既存
の手法や試みによらず、より効果的な解決
を行う事業モデルの研究開発を行う。

（前年度予算額：150百万円）
29年度予算額（案）： 83百万円

学校給食には、適切な栄養の摂取による健康の保持増進や食に関する指導での活用に加え、食品ロスの
削減、地産地消の推進、伝統的な食文化の継承、会計業務に係る学校現場の負担軽減などの社会的な課
題・要請への対応が求められている。本事業では、学校給食の活用を通して課題の解決等に資するため
の事業を実施する。

事業概要

課題・要請
【先進事例の効果検証】

特色のある取組、高い成果を上げている地
域や学校の事例を条件の異なる他の地域で
再現実験し効果を検証。その結果を汎用的
な事業モデルとしてまとめ、全国の自治体
に共有する。

食品ロス
削減

地産地消
の推進

食文化継承
伝統的

食文化継承

学校給食で地場産
物活用を進めるた
めの有効な手段
（調達方法の改善
等）を構築

学校給食における
郷土料理等の提供
方法の開発

社
会
的
諸
課
題
の
解
決
に
寄
与

成果・ノウハウの共有
全国的なレベルアップ

know‐how

innovation

会計業務
負担軽減

学校給食の会計業
務を地方自治体が
自ら行うモデルを
構築



つながる つながる

つながる食育推進事業

これまで学校を中心とした多様な取組による成果が見られたものの、食を取り巻く環境が大きく変化する中、子供の食に関する課題を解決するに
は、学校における取組だけでは限界があり、家庭を巻き込んだ取組が必要である。

（新 規）
29年度予算額（案）：33百万円

現 状

子供の日常生活の基盤である家庭においても食育を推進していく必要があることから、栄養教諭と養護教諭等が連携した家庭へのアプローチや、
体験活動を通した食への理解促進など、学校を核として家庭を巻き込んだ取組を推進することで、家庭における食への理解を深める。

事業イメージ

事業概要

子供の変化に係る共通指標を予め設定
・朝食欠食率、肥満度、共食の回数、
子供・保護者の意識変化 等

・事業終了後に全国の取組の成果を検証
・実効性のある取組を全国へ普及

効果検証・普及

保護者

校長等

栄養教諭養護教諭

関係者が連携して
家庭にアプローチ

親子体験活動等への参加
を通して食への理解促進

学級担任

つながる

教育委員会
生産者・
関係団体等

農林・
保健部局

子供の

食に関する
自己管理能力
の育成

・保護者の食への理解
・家庭における望ましい
食生活の継続的な実践

家庭
学校

つながる

現状：朝食欠食率４．４％⇒目標値０％（第３次食育推進基本計画）



平成29年度食育関連予算について

厚生労働省



１． 家庭における食育の推進

２． 学校、保育所等における食育の推進

３． 地域における食育の推進

４． 食育推進運動の展開

５． 生産者と消費者との交流の促進、環境と調和の
とれた農林漁業の活性化等

６． 食文化の継承のための活動への支援等

７． 食品の安全性、栄養その他の食生活に関する
調査、研究、情報の提供及び国際交流の推進

厚生労働省における食育関連主要事業について

「第３次食育推進基本計画」
第３ 食育の総合的な促進に関する事項

・「健やか親子２１」による
母子保健活動の推進

・国民健康づくり運動
「健康日本２１」の推進

・ 8020運動・口腔保健推進事業

・子どもの生活・学習支援事業
（居場所づくり）

・食品に関する情報提供や
リスクコミュニケーションの推進



住 民 （ 親 子 ）ＮＰＯ

連携と協働

モニタリングの構築

企業
医療機関 研究機関

学校

地方公共団体

○21世紀の母子保健の取組の方向性を提示すると同時に、目標値を設定し、関係機関・団体が
一体となって推進する国民運動計画

【基盤課題Ａ】
切れ目ない

妊産婦・乳幼児
への保健対策

【基盤課題Ｂ】

学童期・思春
期から成人期
に向けた保健

対策

【基盤課題Ｃ】

子どもの健や
かな成長を見
守り育む地域

づくり

【重点課題①】

育てにくさを感
じる親に寄り
添う支援

【重点課題②】

妊娠期からの

児童虐待防止
対策

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現

国（厚生労働省、文部科学省等）

「健やか親子２１」による母子保健活動の推進 【平成29年度予算案額 20百万円】
（平成28年度予算額 20百万円）

健やか親子２１推進協議会



国民健康づくり運動「健康日本２１」の推進 【平成29年度予算案額 590百万円】
（平成28年度予算額 676百万円）

健康寿命の延伸を目指した「健康日本２１」の推進

 健康日本２１（第二次）推進費 〈29年予算案額 148百万円（28年予算額139百万円）〉
 健康日本２１（第二次）分析評価事業 〈29年予算案額 27百万円（28年予算額30百万円）〉

〈主要事業〉

 国民健康・栄養調査の実施に係る経費 〈29年予算案額195百万円（28年予算額296百万円）〉

 食事摂取基準関連経費、地域高齢者等の栄養管理支援事業〈29年予算案額20百万円（28年予算額15百万円）〉

 管理栄養士等の養成・育成、地域における栄養指導の充実

 管理栄養士等の資質確保、向上 〈29年予算案額75百万円（28年予算額68百万円）〉

・管理栄養士国家試験運営等に係る経費

・管理栄養士・栄養士養成施設におけるモデル・コアカリキュラムの検討

・管理栄養士専門分野別人材育成事業

 糖尿病予防戦略事業 〈29年予算案額37百万円（28年予算額37百万円）〉

科学的根拠に基づく基準やガイドラインづくり



平成28年～32年国民健康・栄養調査 調査計画

（参考１） 国民健康・栄養調査の実施について

調査年 重点テーマ ポイント

平成２８年 地域格差 健康日本２１（第二次）の中間評価にあわ
せた生活習慣等の地域格差の把握

平成２９年 高齢者の健康・生活習慣
に関する実態把握

食事、身体活動、睡眠、身体状況（筋肉量
等）、咀嚼・嚥下に関する実態把握

平成３０年 所得等社会経済的状況 所得、居住・労働環境、食物の入手可能
性等と生活習慣等に関する実態把握

平成３１年 社会環境 健康日本２１次期計画を見据えた社会環
境の整備に関する実態把握

平成３２年 地域格差 健康日本２１（第二次）の最終評価にあわ
せた生活習慣等の地域格差の把握

調査は、毎年実施している項目に加え、その年の重点テーマを決め、重点項目と
して把握。
平成29年の重点テーマは、高齢者の健康・生活習慣に関する実態把握。



〈背景〉
○ 配食市場規模は2009年度から2014年度の６年間で、1.8倍強拡大している。
○ 高齢者世帯数の増加や、医療・介護の在宅化等の流れを受けて、栄養管理面を訴求

した配食産業の更なる普及が見込まれる。

〈平成29年度〉
ガイドラインと配食事業者や配食利用者を円滑に橋渡しする仕組みとして、個別対応・
都度更新が可能な、配食事業者向けと配食利用者向けの支援ツールを作成し、
その支援ツールを広く公表する仕組みを整備する。
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図 配食市場規模 資料： 株式会社矢野経済研究所「メディカル給食・
在宅配食サービス市場に関する調査結果2015」

より健康局健康課栄養指導室で作成

〈平成28年度〉
配食事業者における栄養管理体制等の在り方を検討するための検討会を立ち上げ、
その中でガイドラインを策定。

（参考２） 地域高齢者等の栄養管理支援事業
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8020運動・口腔保健推進事業について 【平成29年度予算案額 358百万円の内数】
（平成28年度予算額 328百万円の内数）

１． ８０２０運動推進特別事業 １００百万円（H28：１００百万円）

８０２０運動及び歯科口腔保健の推進のため、歯の健康の保
持等を目的として実施される歯科保健医療事業（口腔保健推進
事業に掲げる事業を除く）に必要な財政支援を行う。

補助対象：都道府県
補助率：定額

１）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に関する
検討評価委員会の設置

２）８０２０運動及び歯科口腔保健の推進に資するために
必要となる事業

ア 歯科口腔保健の推進に携わる人材研修事業
イ 歯科口腔保健の推進に携わる人材の確保に関する事業
ウ その他、口腔保健推進事業に掲げる事業以外の事業

２． 口腔保健推進事業 ２５５百万円（H28：２２７百万円）
地域の実情に応じた総合的な歯科保健医療施策を進めるための

体制確保、歯科保健医療サービスの提供が困難な障害者・要介護
高齢者等への対応やそれを担う人材の育成及び医科・歯科連携の
取り組みに対する安全性や効果等の普及を図る。

補助対象：都道府県、保健所を設置する市、特別区
補助率：１／２

１）口腔保健支援センター設置推進事業
２）口腔保健の推進に資するために必要となる事業
① 歯科疾患予防・口腔機能維持向上事業
①－１ 歯科疾患予防事業
①－２ 食育推進等口腔機能維持向上事業

② 歯科保健医療サービス提供困難者への
歯科保健医療推進・技術者等養成事業

②－１ 歯科保健医療推進事業
②－２ 歯科医療技術者養成事業

③ 調査研究事業
③－１ 歯科口腔保健調査研究事業
③－２ 多職種連携等調査研究事業

３． 歯科口腔保健支援事業 ２百万円（H28:１百万円）
歯科口腔保健推進室において、口腔と全身に関する知識の普及啓

発や対話を通じて、国、地方公共団体、住民（国民）それぞれと相互
に連携していく。

○ 8020運動推進特別事業は、都道府県が地域の実情に応じた8020運動に係る政策的な事業を⾏うこと等を⽬的として平成12年度から実施
し、⼝腔保健推事業は、平成23年度に公布・施⾏された「⻭科⼝腔保健の推進に関する法律」に基づき平成25年度から実施している。

○ 平成27年度より両事業を統合することで、地域の特性を活かした柔軟な対応を促進し、⻭科⼝腔保健の推進に関する施策の充実・強化を図る。
○ また、⻭科⼝腔保健推進室において部局横断的な施策にも取り組み、国、地⽅公共団体、住⺠（国⺠）それぞれと相互連携していく。

厚⽣労働省

都道府県等

各地域の実情に応じた
歯科口腔保健に関する取組を実施

住⺠(国⺠)

補助

実績報告
（取組事例を含む）

普及啓発・
対話



○ ひとり親家庭の子どもは、親との離別・死別等により精神面や経済面で不安定な状況に置かれるとともに、

日頃から親と過ごす時間が限られ、家庭内でのしつけや教育等が十分に行き届きにくい。

○ ひとり親家庭の子どもが抱える特有の課題に対応し、貧困の連鎖を防止する観点から、ひとり親家庭の子ど

もの生活向上を図ることが求められている。

地域の支援スタッフ
（学生・教員OB等）

＜実施場所＞
児童館、公民館、民家等

学習支援 食事の提供

＜イメージ＞
＜支援の内容（例）＞

※食材の確保は地域の協力を得る

現状と課題

遊び等の諸活動

○ 放課後児童クラブ等の終了後に、ひとり親家庭の子どもに対し、悩み相談を行いつつ、基本的な生活習慣の

習得支援・学習支援、食事の提供等を行い、ひとり親家庭の子どもの生活向上を図る自治体の取組を支援す

る。

○ 自治体から委託を受けたNPO法人等が、地域の実情に応じて、地域の学生や教員OB等のボランティア等の

支援員を活用し、児童館・公民館や民家等において、事業を実施する。

対応

調理実習

※平成27年度補正予算で学習支援等を行う場所を開設するために必要な備品の購入費用等を補助。

※平成28年度から実施

子どもの生活・学習支援事業（居場所づくり）
【平成29年度予算案額 11,429百万円の内数】
（平成28年度予算額 11,220百万円の内数）



食品に関する情報提供や
リスクコミュニケーションの推進

【平成29年度予算案額 ９百万円】
（平成28年度予算額 ９百万円）

意⾒交換会
ホームページによる情報発信

リーフレット等の作成

全国各地において「⾷品中の放射性物質」「輸⼊⾷品の安全
性確保」「HACCP」などをテーマに意⾒交換会を開催

寄⽣⾍（アニサキス）やリステリア、お⾁による⾷中
毒予防など、⼀般国⺠向けのリーフレットなどを作成

厚⽣労働省ホームページ「⾷品」において、緊急情
報やトピックス、施策別の詳細な情報やパンフレッ
ト・リーフレットを提供・公開

各⾃治体の協⼒のもと、意⾒交換会の開催やリーフレットの配布を⾏っている

■ リスクコミュニケーションの主な取組

SNS（Social Networking Service）
による情報発信
Twitterを活⽤し、⾷品安全に関する施策情報や⾷
中毒の注意喚起などを実施



農林水産省予算関連資料

農林水産省



食育活動の全国展開事業委託費（継続）
【６０（６０）百万円】

対策のポイント
食育推進全国大会等を行い、食育の全国展開を図ります。また、国民のニ

ーズや特性を分析し、食育推進方策を提示します。

＜背景／課題＞

・近年の食生活をめぐる環境の変化に伴い、国民が生涯にわたって健全な心身を培い、

豊かな人間性をはぐくむための食育を推進することが重要です。

・平成28年４月に、食育推進事務が内閣府から農林水産省へ移管され、農林水産省が関

係府省と連携しながら食育の全国展開を図っていく必要があります。

・第３次食育推進基本計画においては、食育に関心を持っている国民を平成32年度まで

に90％以上を目指す等の目標を設定するとともに、「国は、国民のニーズや特性を分

析、把握した上で、それぞれの対象者に合わせて具体的な推進方策を検討し、適切な

情報を提供する。」とされており、対象者に合わせた食育を推進していくことが求め

られています。

政策目標
食育に関心を持っている国民の割合の向上

（75％（平成27年度）→90％以上（平成32年度））

＜内容＞

１．事業内容

食育推進全国大会や食育優良活動表彰等を行い、食育の全国展開を図ります。また、

第３次食育推進基本計画に基づき国民のニーズや特性を調査・分析し、実践的な食育

推進方策の検討や普及のためのセミナーを行います。

２．委託先 民間団体等

３．事業実施期間 平成２５年度～３２年度

［お問い合わせ先：消費・安全局消費者行政・食育課 （０３－６７４４－１９７１）］

［平成29年度予算の概要］



地域の魅⼒再発⾒⾷育推進事業

第３次食育推進基本計画
の決定（平成２８年３月）

＜重点課題＞
・多様な暮らしに対応した食育の
推進

・食の循環や環境を意識した食育
の推進

・食文化の継承に向けた食育の
推進 等

＜目標（H32）＞
・地域や家庭で受け継がれてきた
伝統的な料理や作法等を継承
し、伝えている国民を増やす

・地域で共食したいと思う人が共
食する割合を増やす

・農林漁業体験を経験した国民を
増やす

・食育を推進するボランティアの
数を増やす

・栄養バランスに配慮した食生活
を実践する国民を増やす

第
３
次
⾷
育
推
進
基
本
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画
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⽬
標
達
成
︵
32
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度
︶
を
⽬
指
す

【平成29年度予算概算決定額 ： 280 （－）百万円】

背景と課題

食育推進の総合調整機能が
内閣府から農林水産省へ移
管（平成２８年４月）

第３次食育推進基本計画に掲げられた目標のうち、食文化の継承等当省関連の目標達成に向けて、地
域の関係者が連携して取り組む食育活動を重点的かつ効率的に推進

第３次計画の⽬標達成に向けた
地域における総合的な⾷育活動を⽀援

食文化や食
生活の改善
等に対する意
識の向上、

地場産食材
の活用割合
の増加 等

○目的
第３次食育推進基本計画の目標のうち、食文化の

継承等当省関連の目標達成に向け、地域の関係者
が連携して取り組む食育活動を支援

○支援内容
・地域食文化の継承
・和食給食の普及
・共食機会の提供
・農林漁業体験機会の提供
・食育を推進するリーダーの育成
・日本型食生活の推進
・食品ロスの削減

○補助率： １／２以内

○交付先： 都道府県、政令指定都市

○事業実施主体： 都道府県、市町村、民間団体等



機密性○情報 ○○限り
「和食」と地域食文化継承推進事業

和
食
文
化
の
普
及
・
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、
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る
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育
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幼少期の子ども、育児ママ等、食習慣を変えることに
抵抗の少ないライフステージにある者に対し、和食文
化に慣れ親しむための普及活動を実施。
和食文化をテーマとした地域ごとの食育活動の展開に
向け、マニュアル作成等の環境整備を実施。

メディア等と連携して和食
文化の魅力等を効果的に
発信して、保護・継承に向
けた機運の醸成を図る。

「和食」継承事業（委託事業） 「和食」情報発信
事業（委託事業）

「和食」と地域食文化継承推進事業

第３次食育推進基本計画に掲げられた目標のうち食文化の継承事業等、
当省関連の目標達成に向け、地域の関係者が連携して
取り組む食育活動を支援。

第３次食育推進基本計画に掲げられた目標のうち食文化の継承事業等、
当省関連の目標達成に向け、地域の関係者が連携して
取り組む食育活動を支援。

【地域の魅力再発見食育推進事業（補助事業） 】

和食給食普及マニュアル（学校栄養士向け）
育児世代向け和食普及マニュアル（保健師向け）等の提供

・地域食文化の継承、和食給食の普及 など

他事業との
連携

第３次食育推進基本計画（平成28年３月食育推進会議決定）を踏まえ、ユネスコ無形文化遺産に登録された「和食」を
次世代に継承していくため、食習慣を変えることに抵抗の少ないライフステージにある層を中心に、和食文化の普及活
動や情報発信を実施

幼少期 青年期 壮年期 老年期

○第３次食育推進基
本計画に掲げられ
た食文化の継承等
の重点課題の解決
に向けた取組を推
進する必要。

○食が多様化する中
で、家庭の食生活
を一過性ではなく、
継続的に和食化し、
和食文化を継承し
ていくには、食習
慣を形成・転換す
るキッカケのある
時期の人々をター
ゲットにする必要。

○和食文化をテーマ
とした地域ごとの
食育活動の展開に
向け、マニュアル
作成等の環境整備
が必要。

現状と課題

【食生活形成期】
・幼児が味覚の形成期に和食に
慣れ親しむことで和食好きとなる。

・学校給食で和食を提供することで
和食を食べる食習慣が
形成される。

【育児期】
子どもの健康への
影響を考え、食習
慣への関心が
生まれる。

【平成29年度予算概算決定額 60（212）百万円】



⽇本の⾷消費拡⼤国⺠運動推進事業

○ 今後、本格的な人口減少社会が到来するとともに、消費者と食との関わり方が多様化する中で、食卓と農
業生産現場の距離の拡大による食や農林水産業に対する国民の理解が希薄化することで、国産農林水産物の需
要の減少が進むことが懸念。

○ このため、民間事業者・団体、消費者、国が一体となって国産農林水産物の魅力を広く発信すること等を通
じて、消費者が日本の食の素晴らしさを再認識することにより、国産農林水産物の消費拡大を推進。

国産農林水産物の消費拡大

日本の食の魅力や生産者の努力や想いを消費者に直接伝える取組、食品事業者等が国産農林水産物の利用を積極的に進め
る取組を後押しするための表彰等を通じた情報発信を行うとともに、地産地消を推進するコーディネーターの育成・派遣等を支援。

平成29年度予算概算決定額：288(388)百万円

（専門人材の派遣）（研修会の開催）

学校給食等への地場産食材の供給の取組をは
じめとした地産地消の優良事例を普及するコー
ディネーターの育成・派遣等を支援

○食品関連業者等における国産
農林水産物の利用促進

○地産地消など国産消費拡大の
優良事例の横展開

体験等を通じて日本の食の魅力や
生産者の努力や想いを消費者に直
接伝える取組を実施

国産農林水産物の消費拡大につながる商
品や地産地消の取組を表彰し、生産者の
想いとともに地域産品を消費者に発信

日本の食消費拡大国民運動推進事業

食の魅力発掘による消費拡大のための国民運動推進事業（委託）

地域の食の絆強化推進運動事業（補助）

（参考）ﾌｰﾄﾞ･ｱｸｼｮﾝ･ﾆｯﾎﾟﾝｱﾜｰﾄﾞ2016
受賞作品の例



加工法・調理法の開発

地域健康食ブランドづくり、次世代ヘルスケア関連の食産業の創出

セミナー開催

地域食品
メーカー

地域
農業者

中食
（弁当、
惣菜）

地域
協議会

健康な⾷⽣活を⽀える地域・産業づくり推進事業［平成2９年度予算概算決定額：173(388)百万円］

メニュー開発

機能性農産物等の需要拡大を推進するため、大口の需要先となる
外食・中食産業において、機能性農産物等を積極的に活用できる
環境を整えます

食品企業

健康関連の⾷市場開拓⽀援

機能性農林水産物

機能性農産物の活⽤促進

○ 機能性表示食品制度を活用して健康関連の食市場（いわゆる健康食品の市場規模の直近で1.2兆円）を
開拓するため、地域の食の健康ブランドづくりや食育の推進に関する取組を支援するとともに、制度
活用ノウハウの情報提供など、機能性表示食品制度等を活用促進のための環境整備を支援します。

飲食店

どうやって申請
したらいいのか どうやって加工し

たらいいのか？

生産者

・活用推進の人材を育成する研修実施

・食習慣・健康データを活用した食生活改
善ツールの開発及び実証

１．機能性農産物等の食による健康都市づくり支援（補助）
機能性農産物等を利用して健康都市づくりを目指す地域協議会を支援します ①機能性表示食品制度活用推進環境整備（補助）

生産者や地域の食品企業が機能性表示食品を活用しやすい
環境を整えます

②機能性農産物等活用バリューチェーン構築調査（委託）

・機能性農産物を取り扱う際のバリューチェーン上の

課題を実証的に調査

・商品化に向けた具体的検討・調査

戦略策定

食事調査、
代謝物データ収集

２．食産業における機能性農産物活用促進事業

定量的効果検証

地域大学
研究機関

自治体



現状と課題 対 応

○ 製造業者・卸売業者・小売業者等による
食品ロス削減のための更なる取組を推進、
消費者への理解の促進

○ フードバンクの利用促進や資質の向上

平成29年度予算概算決定額 ７８（７７）百万円

食品産業における食品ロス削減の促進

食品関連事業者等によるフードバンクの利用を促進すると
ともに、フードバンクの資質向上を推進

食品ロスの要因の一つとなっている商慣習について更なる見直
しを行うとともに、見直しの取組について消費者理解を促進

【利用促進】
・食品関連事業者、福祉関係団体及び地方公共団体等を
対象としたセミナーの開催

具体的内容

【検討する取組】
・加工食品の納品期限を緩和する対象品目の拡大
・商慣習の見直しに取り組む企業の拡大等

【情報発信】

・食品関連事業者の商慣習の見直しに向けた取組の
内容について、消費者への理解促進につながる広報
資材を作成し情報を発信

事業内容 事業内容

商慣習の見直しによる食品ロスの削減、フードバンク活動の活性化

具体的内容

新たに以下の取組を拡充

食品リサイクル促進等総合対策事業

【資質向上】
・フードバンクの資質を向上するための衛生管理技術等
講習会の開催

○ 食品ロスの要因の一つとされている商慣習の見直
しについて、平成24年度から27年度にかけて検討

○ 生産・流通などの過程で発生する未利用食品を
必要としている人や施設に届けるフードバンク活動
が広がり始めたところ

フードバンク活動の推進

対象品目
拡 大



【平成２９年度予算概算決定額： １０,０６０ （８,０００）百万円】農山漁村振興交付金

農泊推進対策 （新規） 都市農村共生・対流及び地域活性化対策（拡充）

山村活性化対策

○実施主体：市町村等
○実施期間：上限３年
○交付率 ：定額 (上限1,000万円)

活動計画づくり
・「農泊」を観光ビジネスとして自立的に活動できる
体制の構築

・伝統料理等の「食」や美しい景観などの地域資源
を観光コンテンツとして磨き上げる取組

・インバウンドに対応するためのWi-Fi環境の構築
や多言語標示板の設置 等 森林散策 地引き網漁体験

・古民家等を活用した滞在施設や農林漁業体験施設
等の整備

・農山漁村への集客力等を高めるための農産物販売
施設等の整備 （※活性化計画に基づき実施）

農作物収穫体験

農家レストランの整備古民家等の改修

○実施主体：市町村、地域協議会、地域再生推進法人等
○実施期間：上限２年 等
○交付率 ：定額（上限800万円等）、１／２等

農泊を推進するために必要な施設整備農泊を推進するために必要な施設整備

農泊を推進するための体制構築、観光コンテンツの磨き上げ農泊を推進するための体制構築、観光コンテンツの磨き上げ

障害者による
玉ねぎ収穫

○実施主体：地域協議会（市町村が参画） 等
○実施期間：

都市農村共生・対流対策 ：上限２年
地域活性化対策 ：上限５年

○交付率：定額（上限800万円等）、１／２ 高齢者のいきがい
農園の整備

○市町村等が作成する活性化計画に基づき、農山漁村における定住や地域間交流の促進、所得の向上や雇用の増大を図るために必要な生産施設等、
生活環境施設及び地域間交流拠点施設等の整備を支援

味噌加工施設

子ども農山漁村
交流プロジェクト

「農」と福祉の連携
プロジェクト

農観連携
プロジェクト

空き家・廃校活用
交流プロジェクト

主な重点
プロジェクト

農山漁村活性化整備対策

農林水産物処理加工･集出荷貯蔵施設、新規就農者等技術習得管理施設、防
災安全施設、農山漁村定住促進施設、廃校・廃屋等改修交流施設、農林漁
業・農山漁村体験施設、地域連携販売力強化施設 等

定住希望者の
一時滞在施設

農産物直売施設
○実施主体：都道府県、市町村、農林漁業者の組織する団体等
○実施期間：上限５年
○交付率 ：都道府県又は市町村へは定額（実施主体へは１／２等）

就業のために必要な
研修施設

地域産品の加工・商品化

○ 農山漁村が持つ豊かな自然や｢食｣を活用した地域の活動
計画づくりや実践活動、意欲ある都市の若者等の地域外の人
材を長期的に受け入れる取組を支援

○福祉農園等の整備を支援する地域を農村地域まで拡充し、
福祉と連携した農業活動等の取組を全国的に支援

○ 特色ある豊かな地域資源を有する山村の所得の向上や
雇用の増大に向け、薪炭・山菜等の山村の地域資源等の
潜在力を再評価し活用する取組を支援

○ 地域資源を活用した観光コンテンツを創出し、農山漁村滞在型旅行をビジネスとして実施でき
る体制を持った「農泊地域」の創出を通じて、農山漁村の所得を増加していくため、ソフト・ハード
対策を一体的に支援

○ 農山漁村が持つ豊かな自然や「食」を活用した都市と農村との共生・対流等を推進する取組、農福連携を推進する取組、地域資源を活用した
所得の向上や雇用の増大に向けた取組及び農山漁村における定住等を図るための取組等を総合的に支援し、農山漁村の活性化を推進。

○ 平成28年３月に策定された「明日の日本を支える観光ビジョン」に「滞在型農山漁村の確立・形成」が位置付けられたところであり、特に、
訪日外国人旅行者を含めた農山漁村への旅行者の大幅増加による所得の向上や雇用の増大を図るため、日本ならではの伝統的な生活体験や農山
漁村地域の人々との交流を楽しむ滞在である「農泊」を持続的な観光ビジネスとして推進する「農泊推進対策」を創設。

osamu_ishida770
線

osamu_ishida770
線

osamu_ishida770
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背景・目的

事業概要

事業スキーム

平成27年7月に策定された食品リサイクル法の新たな基本方針、同年10月
の国連持続可能な開発目標（2030年までに小売・消費レベルでの世界全体
の一人当たり食料廃棄を半減）等を踏まえ、特に食品リサイクルが低調な食
品小売業者・外食産業についての再生利用等実施率の向上のほか、家庭系食
品ロス・食品リサイクルの実態把握の促進・優良事例の展開のための施策を
講じる必要がある。
一方、平成28年１月に発覚した食品廃棄物の不適正な転売事案を受けて、

食品関連事業者による転売防止対策に関する省令改正等を行うとともに、食
品リサイクル事業者への指導を強化する必要がある。

１．食品リサイクル法に基づく安全・安心な３R促進事業 (13,650千円)
○食品関連事業者の発生抑制・再生利用等の取組実態調査を実施。

○食品関連事業者等による再生利用等促進のための情報整理事業を実施。

２．食品関連事業者による取組支援事業 (31,446千円)
○食品廃棄物の転売防止対策の観点から、信頼性の高いリサイクル事業者を
選択するよう促すため、優良事業者を評価するための客観的な基準を作
成するのに必要な調査を実施。

○各地域におけるリサイクルループ形成促進や登録再生利用事業者の育成等
のため、リサイクルループ等の事業の実施状況・事業化動向調査、事業
者・自治体向けのセミナー等を活用したマッチングを実施。

○食品関連事業者及び登録再生利用事業者等への指導を強化。

３．地域力を活かした食品ロス削減等促進事業(22,463千円)
○食品ロス・リサイクルに係る市町村の取組状況の実態調査を実施するとと
もに、市町村における、家庭系食品廃棄物・食品ロスの排出状況の実態把
握や、3R見える化ツールなどを活用した家庭系食品ロス削減取組を支援。

○学校給食等の実施に伴い排出される廃棄物の３Ｒ促進のモデル事業を実施。

期待される効果

家庭・学校給食等から排出されるものも含めた食品ロスの実態把握が進み、
食品ロス削減の先進事例の共有が図られる。また、食品リサイクル法基本
方針に基づく食品関連事業者の再生利用等の実施率が向上するとともに、
地域循環圏の構築が促進される。

平成25年度予算
○○百万円食品廃棄物等リデュース・リサイクル推進事業費 平成29年度予算（案）

68百万円（35百万円）

事業目的・概要等

イメージ

環境省
（施策の検討）

請負事業者
(モデル事業実施地域を公募）

食品廃棄物等

食べられるのに捨て
られる「食品ロス」が
年間632万トン

食品流通の川下（小売、
外食、家庭）ほど
再生利用が低調

食品ロスの削減

再生利用等実施率向上

地域循環圏構築促進・官民あげた
食品ロス削減の取組

・適正な再生利用等の実施の確保
・リサイクルループ形成促進
・地域の実情に応じた再生利用の促進

農畜水産業者

農畜水産物

食品関連事業者

肥飼料等

再生利用事業者

調査の請負発注

成果の報告
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